
（３条＋４条）
収入合計：
支出合計：
差　額：

※資本的収入と支出の差引不足額１8億5,988万円は、①当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１億839万円、
②過年度分損益勘定留保資金14億3,640万円、③減債積立金3億1,509万円で補てんする。

平成30年度　秩父広域市町村圏組合水道事業会計予算

59億6,858万円
73億5,292万円

△13億8,434万円

３条予算　収益的収入及び支出の内訳（税込） ４条予算　資本的収入及び支出の内訳（税込）

減価償却費

13億4,504万円

浄水場等維持管理費

6億1,080万円

一般管理費

3億750万円

配水管等維持管理費

2億9,964万円

その他

1億9,583万円

差引額

4億7,554万円

その他

2億45万円

長期前受金戻入

3億4,361万円

補助金

3億7,532万円

給水収益

23億1,497万円

収益的収入

32億3,435万円

収益的支出

27億5,881万円

配水管等新設改良費

21億4,351万円浄水場等新設改良費

17億5,916万円
企業債償還金

3億5,433万円

ダム償還金

3億2,536万円

その他

1,175万円

不足額

18億5,988万円

その他

9,263万円 県費補助金

9億9,931万円

出資金

10億4,759万円

企業債

5億9,470万円

資本的収入

27億3,423万円

資本的支出

45億9,411万円
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平成30年度 秩父広域 町村圏組合水道事業会計予算

（総 則）

第１条 平成30年度秩父広域 町村圏組合水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

（１） 給 水 戸 数 ４３，５００ 戸

（ 給 水 契 約 件 数 )

（２） 年 間 総 給 水 量 １５，１４７，１３５ ｍ 
３

（３） 一 日 平 均 給 水 量 ４１，４９９ ｍ 
３

（４） 主 要 な 建 設 改 良 事 業

原 水 及 び 浄 水 施 設 工 事 １，７３７，２４４ 千円

配 水 及 び 給 水 施 設 工 事          １，９８３，８３１ 千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 水 道 事 業 収 益 ３，２３４，３４６ 千円

第１項 営 業 収 益 ２，３８８，２１８ 千円

第２項 営 業 外 収 益 ８４５，９２８ 千円

第３項 特 別 利 益 ２００ 千円

支 出

第１款 水 道 事 業 費 用 ２，７５８，８０６ 千円

第１項 営 業 費 用 ２，５９６，２２８ 千円

第２項 営 業 外 費 用 １４６，５７８ 千円

第３項 特 別 損 失 １，０００ 千円

第４項 予 備 費 １５，０００ 千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に

対し不足する額 １，８５９，８７９千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額 １０８，３８５千円、過年度分損益勘定留保資金１，４３６，３９９千円及び減債積立金

３１５，０９５千円で補てんするものとする。）。
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収 入

第１款 資 本 的 収 入 ２，７３４，２３４ 千円

第１項 企 業 債 ５９４，７００ 千円

第２項 出 資 金 １，０４７，５９１ 千円

第３項 他 会 計 負 担 金 ９２，６３５ 千円

第４項 県 費 補 助 金 ９９９，３０８ 千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ４，５９４，１１３ 千円

第１項 建 設 改 良 費 ３，９０９，４１７ 千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ３５４，３３２ 千円

第３項 割 賦 購 入 償 還 金 ３２５，３６４ 千円

第４項 予 備 費 ５，０００ 千円

(継続費）

第５条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

１ 資本
的支出

１ 建設
改良費

橋立浄水場導水
設備等更新工事

千円

５３０，５０４
平成３０年度

千円

５２５，９０４

平成３１年度 ４，６００

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

水 道 事 業

千円

５９４，７００ 証書借入

年５．０％
以内

（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
資金につい
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率）

政府資金については、その 
融資条件により、銀行その他
の場合にはその債権者と協定
するものによる。
ただし、企業財政の都合に

より据置期間及び償還期限を
短縮し、又は繰上償還若しく
は低利に借換えすることがで
きる。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。
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（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１） 第1款 水道事業費用のうち、第1項 営業費用、第2項 営業外費用及び第3項 特別損失

に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１） 職 員 給 与 費 ４１５，８９９ 千円

（２） 交 際 費 １０ 千円

（構成 町からの補助金）

第10条 構成 町からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

（１） 簡易水道債償還利息に対する補助金 １２，４１６ 千円

（２） 浦山ダム建設費割賦負担金償還利息に対する補助金 １０，３０４ 千円

（３） 児童手当補助金 ３，３１２ 千円

（４） 高料金対策助成補助金 ２５７，９９５ 千円

（５） 簡易水道不採算経費補助金 ２２，２４４ 千円

（６） 広域化に伴う水道料金 額分補助金 ５８，２６６ 千円

（たな卸資産購入限度額）

第11条 たな卸資産の購入限度額は、１９，７６７千円と定める。

平成３０年２月１６日提出

秩父広域 町村圏組合

管理者 久 喜 邦 康

- 6 -

hamada.masayuki
鉛筆

hamada.masayuki
鉛筆

hamada.masayuki
鉛筆


